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《要 旨》

工藤敦夫元内閣法制局長官による 「オーラル ・ヒス トリー」がこのほ

ど刊行された。これは従来の内閣法制局研究に新たな一石を投じるもの

である。というの も,内 閣法制局の内部にいた人物がその内実を,こ れ

ほどヴィヴィドかつ詳細に語 ったのはこれがは じめてであるからだ。本

稿は,こ の 「オーラル ・ヒス トリー」の内容を紹介するとともに,従 来

の 「通説」と突き合わせて,い くつかのコメン トを付 したものである。

具体的には,「1」 では,各 省庁が内閣法制局参事官への出向者を決め

るに際は,内 閣法制局の意向が相当程度考慮されること,ま た,法 案審

査では,参 事官は自身の出身省庁が関係する場合,む しろそれに厳 しい

審査をして,そ れ以外の省庁の信用を得ることなどが明 らかにされる。

「2」では,参 事官の兄貴分 ・まとめ役としての総務主幹,長 官見習いで

ある第一部長,そ して 「何年やってもいい」法制次長と,幹 部それぞれ

の立場の違いが描かれる。 さらに 「3」では,「 トイ レにも立てない」長

官の国会答弁時の苦労,内 閣法制局批判に対する 「政治の怠慢」との反

論,お よび,長 官の思わぬ 「雑用」などに言及する。
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は じ め に

【内閣法制局研究に新たな光】

政策研究大学院大学におけるC.0.E.オ ーラル ・政策研究プロジェク トの

成果物として,『工藤敦夫オーラル ・ヒス トリー』が2005年3月 に出版され

たω。インタビュアーは,御 厨貴政策研究大学院大学教授,金 井利之東京都

立大学助教授,そ して清水唯一朗政策研究大学院大学 リサーチアシスタント

(肩書きはすべてインタビュー時点)の3氏 である。その15回 におよぶ口述

記録は,A4判2段 組で本文418頁 という大部なものとなっている。

さて,工 藤敦夫とは内閣法制局長官を3年 余にわたって務めた人物である

(長官在任:1989年8月10日 ～1992年9月16日)。 その在任中には,わ が

国の戦後政治の転回点となった湾岸戦争が勃発 した。それをはさんで,そ の

前に国連平和協力法案の廃案があ り,そ の後に掃海艇派遣の閣議決定,

PKO協 力法の成立があった。

「内閣の法律顧問」である内閣法制局を代表 して,工 藤はこれらをめ ぐる

国会論戦の矢面に立ち,政 府案の擁護に全力を尽 くした。ここで工藤が 「解

釈」を駆使 して,自 衛隊の海外派遣 に道をつけた 「功績」 は大 きい。1990

年代末からの,周 辺事態法,テ ロ対策特描法,改 正PKO協 力法,さ らにイ

ラク特描法といった自衛隊を海外に派遣する諸立法の成立は,当 時の工藤の

「英断」なしには考えられない。

とはいえ,内 閣法制局は政権の 「黒子」をもって任 じている。内部の声は

なかなか聞かれず,そ の研究書も少なかった。その意味で,今 回実現 した工

藤のオーラル ・ヒス トリーの内容は,内 閣法制局の研究を大きく前進させる

ものと私は考える。以下では,『工藤敦夫オーラル ・ヒス トリー』を吟味 し,

若干の批評を行いたい。
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なお,本 文 中 の 〈 〉 の真 数 は す べ て 『工 藤 敦 夫 オ ー ラル ・ヒス トリー』

の 真 数 で あ る。

1内 閣法制局参事官 として

〔1)参 事官への出向

【参事官出向者の決まり方】

他省庁にはみられない内閣法制局の最大の特徴は,そ の中心的な仕事であ

る法案審査や意見事務を担う参事官を,プ ロパー採用 しない点にある。 これ

は戦前か ら続 く伝統である②。審査などには行政実務の経験が不可欠 という

理由③か ら,参 事官には他省庁か らの出向者が順送 りに就 いてきた。いっ

たいいかなる人物がどのような基準で,内 閣法制局参事官への出向を命 じら

れるのか。

これについて従来より,「各省庁が競 って優秀な官僚を送 り込ん」でいる

との推測がなされてきた。「参事官は自分の出身省庁を担当するシステムに

なっているため,人 選を間違えぱ即,法 案審査に影響す るか らである。」ω

工藤の肉声はそれを補強するものである。工藤は,内 閣法制局側で も常に適

任者の品定めをしていることを明言 している。

「法 令 の審 査 で 各 省 か ら来 ま す ね 。 そ こで,ず っ とや って い る。 そ の 時

に は局 長 や課 長 も来 る け ど も,若 い 人 も た くさん 来 る。 い ろ い ろ な 法令

で,し ょ っ ち ゅ う入 れ替 わ り立 ち替 わ り来 るわ け で す ね。 そ の 中 で,

〔参事 官候 補 者 の 一 引用 者 〕 目星 を 付 け るん です 。 何 年 の 期 だ った ら誰,

と。」(下 線 は 引 用 者。 以下,同 じ)〈94頁 〉

工藤自身も内閣法制局か ら 「目星を付け」 られたのである。彼の官歴は約
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40年 に及ぶが,ま ず旧通産省に16年,そ の後内閣法制局に24年 という勘

定になる。旧通産官僚時代に,彼 は大臣官房総務課の法令審査補佐員を3年

半ほど務めている。このポス トは,各 局が作成 した原案を法令審査 し,通 産

省 としての案にまとめる作業に携わる。さらに 「法制局に行 く時は,原 案作

成の各局の者 と,そ れを通産省の案という形にした責任者として,総 務課の

者が一緒に付いて行 く。そうすると,質 問は,ど っちに来るか分からないと

いうことになるわけですね。」〈25-26頁〉

そこで工藤は,担 当参事官から 「あなた,ど この幼稚園を出て来たんです

か」とまで言われ,一 方,す ごすご通産省に帰れば 「何で,参 事官を説得で

きなかった」ということにになり,「あそこ 〔内閣法制局 一 引用者〕か ら出

て,呆 然としていた記憶がありますよ」〈25頁〉 と吐露 している。

立案省庁側にしてみれば,内 閣法制局での法案審査が通 らなければ,閣 議

請議できない。そこで,な りふ り構わず参事官に取 り入ることになる。次は

旧大蔵キャリア官僚が紹介 している例である。

「法制局における法律案の審査をなんとか原案通 り通 してもらいたいと,

雪の日に早朝 に出勤 して同局の幹部を玄関で待ち続けたとか,相 手の要

求があれば,夜 中の二時,三 時でもその役人のところに赴いたとかなど

の話は枚挙にいとまがない。」㈲

それでも,周 囲は工藤の苦労を 「見ていて くれた」〈lll頁〉のであり,

工藤 はやがてエ リー ト・コースである内閣法制局参事官に 「昇任」 する

(1969年10月6日 付)。 だれを参事官にもってくるか。もちろん,異 動を命

ずる人事権は各省庁側にある。 しか し,あ らかじめ 「目星」を付けている内

閣法制局の意向は最大限に配慮される。

参事官としての出向期間はおおむね5年 である。 これは 「年季」 とも言わ
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れ る。 あ る参 事 官 の 「年 季 明 け」 が近 づ く と,出 向 元 の 省 庁 か ら後 任 の 打 診

が あ る。 す る と,内 閣法 制 局 は 「『そ の 人 は,結 構 です 』 とか,『 い や,あ の

人 が 欲 しいん だ け ど… …』 とい う こ とを や って,大 体 そ れ で 両 方 の 考 え が合

うん で す 。 私 の,そ れ以 後 の経 験 で は,そ う ゴタ ゴ タす る こ と はあ ん ま りな

いん で す け どね 。」 〈94頁 〉

そ こ に本 人 の意 思 は考 慮 され な い。 内 閣法 制 局 行 きを 内 示 され た 際,工 藤

に は 「務 ま るの か な」 とい う の が第 一 印 象 だ った と い う。 「自分 た ち の 審 査

は,何 と言 って も,や っぱ り政 策 優 先 です ね。 そ れ を持 って 法 制 局 に 行 くと,

理詰 め で ギ リギ リとや られ て,ど う しょ う もな い な と,降 参 す る こ とが あ っ

た わ けで す 。そ うい う こ とが,私 に本 当 に 出来 るだ ろ うか,と 。」 〈94-9F頁 〉

た だ,こ の参 事 官 出 向 者 の 決 め方 を め ぐって は,い ま で は別 の 見方 もあ る。

あ るキ ャ リア官 僚 出身 者 に よれ ば,確 か に,工 藤 の古 巣 の経 済 産 業省 の場 合,

そ の 出身 参 事 官 は 「人 格 的 に も素 晴 ら しい方 が 多 い」 と い う。 しか し,「 省

に よ って は管 理 職 に した くな い キ ャ リア官 僚 を参 事 官 に 出 向 させ る の だ 。/

管理 職 に した くな い と い う の は ど うい う こと か,性 格 に 問題 が あ った り,部

下 を 怒 鳴 り散 ら した りとか,と にか く部 下 を任 せ た くな い人 で あ る。 そ の 結

果,担 当 課 の 総 括 補 佐 と文 書 課 の法 令 審 査 官 が参 事 官 に説 明 に 行 くの だ が,

怒 鳴 られ る,罵 倒 さ れ る と い う怖 い 目 に遭 うの で あ る。」(6)(「/」 は改 行 。

以 下 同 じ)

参 事 官 出 向 が 出 向 元 省 庁 の厄 介 払 い だ と した らた ま らな い。 あ る い は,内

閣法 制 局OBの 中 に は,「 省 庁 に よ っ て ぱ らつ き が あ るが,ト ップ は 出 さず,

二,三 番 手 あ た りを 出 す 省 庁 が 多 い ので は な いか 」 と指 摘 す る者 もい る(7)。

【「年季」5年 の理由と 「寄り合い所帯」の雰囲気】

参事官の異動のサイクル(「年季」)が ほぼ5年 と長いことも,内 閣法制局

の大きな特徴である。その理由について,「一本立ちできるのにはどうしたっ
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て三 年 は か か る」 と言 わ れ て きた 。工 藤 は この 点 につ い て も 「通 説 」 に従 っ

て い る。

た と え ば,「 法 制 局 に来 て も,参 事 官 は 二 年 ぐ らい は見 習 い とい う感'じな

ん で す ね」 〈27頁 〉,「〔着任 当 初 は 一 引 用 者〕 先 輩 の参 事 官 が 政 令 の 審 査 を

や る の を横 で 聞 いて,や り方 を習 う とい う よ う な こ とが多 か った 」 〈98頁 〉,

「一 つ の 法 律 を や る と,だ い ぶ 関 係 法 律 を 見 る こ と に な ります 。 そ れ が 十 本

ぐらい に な る と,か な りの範 囲 で見 て い る わ けで す ね 。 そ れ で,'自 分 な りに,

一 つ の相 場 感 み た い な ものが 出 て来 る とい う こ とが あ りま す し
,そ れ を 二年,

三 年 と積 み 重 ね て い く。」 〈127頁 〉

また,参 事 官 す べ て が 出向 者 と い う寄 り合 い所 帯 で,意 思 疎通 に問 題 は な

い の か とい うこ とが よ く懸念 され る。 しか し工 藤 に よれ ば,「 部 」(各 省 庁 の

「局 」 と 同 じ)内 外 で の 風通 しは い いよ うで あ る。

「参 事 官 と い うの は(中 略)〔 各 部 に 一 引 用 者 〕 五 人 ぐ らい しか い ませ

ん し,し'か も し ょ っち ゅ う顔 を合 わせ て い る わ け で す か ら,割 に 仲 良 く

な る」 〈98頁 〉 「〔審 査 に つ い て の 協 議 は 一 引 用 者 〕 同 じ部 の 中 で もや

りま す し,他 の 部 と もや る。 他 の部 に行 っ て相 談 す る とい う場合 で も,

他 の部 だ か らとい う ことで,抵 抗 とか壁 とか は全 然 あ りませ んね 。」<101 、

頁 〉

この 点 も,他 の 参 事 官 経 験 者の 証 言 と一 致 して い る。 た とえ ば,旧 大 蔵 省

か ら出 向 した竹 内 勉(参 事 官 在 任:1961年4月15日 ～1966年8月1日)は,

次 の よ うに 往 時 を 回 顧 してい る。

「私 もたまたま縁があって昭和三十六年から六年間内閣法制局に勤務 し

たが,こ のことは私にとり非常に栄誉であり,か つ,真 に思い出深いも
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の が あ る。(中 略)参 事 官 等 は皆 各 省 か ら出 向 して 来 て お り,い わ ば

『寄 り合 い 所 帯 』 で あ る。 しか し,こ の 法 制 局 に は寄 り合 い 所 帯 に あ り

が ちな不 調和 音 は一 切 な く,各 々 が互 い に尊 敬 の念 を も って接 し,和 気

あ い あ い と楽 し く過 ごせ る所 で あ った。」⑧

参事官への出向は,各 省から1名 ない し数名に限られている。「仲良 くな

る」根底には 「選ばれた」という共通のエリー ト意識があるのではないか。

ところで,参 事官は各省庁の課長に相当する。参事官はエ リー ト・コース

に位置付けられているとはいえ,彼 らは本省でのキャリアが中断することを

どのように感 じているのか。次の工藤の率直な述懐は,課 長の 「面白さ」

「楽 しさ」に言及 していて興味深い。

「そ の 間 〔五 年 間 の 内 閣 法 制 局 出 向 一 引 用 者 〕,疎 くな る と い う こ と は

あ ります よ ね。 大 体,各 省 そ う な ん で す けれ ど も,『 これ か ら課 長 に な

ろ うか 』 と い う時 か,課 長 を一 回 や った ぐ らい の 時 に,法 制 局 に行 き ま

す で しょ う。 法 制 局 で五 年 間 や ります と,課 長 の期 間 の三 分 の 二 ぐら い

は,そ の 期 間 に な つ ち ゃ うん です ね。 そ うす る と,戻 る時 は,各 局 の 筆

頭 課 長,あ る い は筆 頭 課 長 の ち ょ っ と手 前 ぐ らい で す。 言 って み れ ば,

一 番 面 白い
,楽 しい時 期 を法 制 局 で過 ご しち ゃ う とい う こ とは,あ るか

も しれ ん せ ん ね 。」 〈112頁 〉

② 法案審査の現場

【法案審査のスケジュール】

内閣法制局では繁忙期 とそうでない時期が比較的はっきりしている。工藤

はそれを 「農繁期 ・農閑期」 という比喩で説明し,「十二月か ら四,五 月ま

でが,忙 しい」〈97頁〉 という。 そして,「 農繁期」には 「〔法案審査を 一
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引用者〕徹夜でやるようなことが普通で,ま た日曜日に出て来てやるという

のが普通なんです。」〈123頁〉なぜこうなるのか。

法案 には予算関係法案と非予算関係法案がある。前者は 「国会に予算が出

されると,そ れか ら三週間後 までに閣議決定をする」 と決められている。予

算審議 を遅滞な く進あるためである。工藤によれば,「 これは意外に厳 しく

て」〈120頁〉,1月 下旬に予算が国会 に提出されれば,そ の3週 間後の火曜

日か金曜日が予算関係法案の提出期限となる。定例閣議は火曜日と金曜日に

開かれ るからだ。言い換えれば,内 閣法制局はその期限までに法案審査を終

える必要がある。 ここを通らない法案 は閣議に提出できない。さらに,各 省

庁はその審査時間を含んで法案を仕上げなければならない。

もし提出期 日に法案が間に合わなければ,閣 議前日の事務次官等会議で,

その省庁の事務次官は理由を説明し,遅 延理由書を提出しなければならない。

遅延の事情説明は1回 だけではなく,'当該法案が提出されるまで,事 務次官

等会議のたびに繰 り返 されるのだという。 これは事務次官にとって,耐 え難

い屈辱である。国会運営の面でも,野 党が予算審議を遅らせる理由になる。

だか ら 「みんなピリピリするわけですよ。」〈同〉

参事官の激務の裏に遅延理由書 という事情があることは,こ のオーラル ・
'
ヒス トリーではじめて明らかにされたことであろう。

その上,「 日切れ法案」といって,3月 末までに国会で可決 ・成立 しなけ

れば,新 年度の予算執行に問題が生ずる法案もある。 この審査 も急がなけれ

ばな らない。本会議で趣 旨説明が行われる重要法案と格付けされる法案 も,

本会議が週2回 しか開会されないため,審 査期限に配慮する必要がある。

「「時間に追われての審査 というのが
,一 番辛いですね。 とにかく,後 ろを切

られると……。」〈194頁〉

旧大蔵キャリア官僚から衆院議員(民 主党)に 転 じた平岡秀夫にも,内 閣

法制局参事官 として勤務した経験がある(参 事官在任:1993年7月2日 ～
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1998年7月3日)。 平 岡 は 「農 繁 期 」 を振 り返 って,「 息 抜 き は昼 食 後 の 休

憩 と退 庁 前 の一 本 の 缶 ビール だ け。 頭 が 充血 す る抑 圧 の 日 々」 だ った と述 べ

て い る。 職 場 に16時 間 半 も いて14時 間 は 法案 審 査 にあ た り,休 日 も出勤 し

た と い う(9>。

意 外 な こ とに,法 案 審 査 は共 同 作 業 で は な い。 「法 律 は担 当 が非 常 に は っ

き り決 ま っ て い ます 。 で す か ら,後 々 まで 審査 を 担 当 した参 事 官 の 名 を付 け

て,『 あ れ は,誰 の 法 案 』 と,必 ず 言 わ れ るん で す ね。」 〈167頁 〉 法 案 ご と

に担 当 参 事 官 が 割 り振 られ る の で あ る。 参 事 官 各 自がr年 間 に審 査 す る件 数

は,「 多 い人 は 法 律 が 十 本 ち ょ っ と,少 な くと も七,八 本 ぐ らい で,政 令 が

三 十 件 ぐ らい」 〈124頁 〉 に な る。

各 法 案 を ど うい う順 番 で審 査 して い くか も,参 事 官 個 人 に任 され て い る。

「誰 か ら も拘 束 され ま せ ん か らね。 他 の 人 か ら言 わ れ る こ とは な い し,

自分 で ス ケ ジ ュー ル を作 って,部 長 と相 談 して(中 略)そ れ に合 うよ う

に 自分 で テ ンポ を合 わ せ る。」 「ものす ご く独 立 的 で す 。」 「農 繁 期 とい っ

た期 間 の 中 で も,各 省 の 準 備 が 間 に合 わな くて,審 査 に来 な け れ ば 『ポ

カ ー ン』 と して い るわ け で す よ。 す る こ とが な い わ け です か ら。 他 の人

を手 伝 うな ん て こ と は絶 対 に な い です か ら。」 〈100-101頁 〉

参事官がここまで独立 して作業を行 っているとは想像 していなかった。だ

からこそ,他 人 に干渉されないため,参 事官同士は 「割に仲良くなる」ので

はないか。

【読会方式による法案審査】

審査の手順は読会の方式がとられる。その理由は,内 閣法制局の公式見解

によれば,「 当初から細部の議論 に立ち入 りすぎるときは,木 を見て森を見
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ず,全 体を通ずる検討が不十分となるおそれがあり,し たがって,骨 子,大

綱から構成へ,構 成から個々の条文へと逐次検討が細部に及んでい くのが適

当と考えられるか らである。」⑩ 骨子から細部へ,第 一読会,第 二読会,第

三読会…と検討が加えられる。

参事官は自分に割 り当てられた法案を,予 算関係法案など提出期 日が早い

法案グループとそうでない法案グループに分ける。そして,ま ず前者の読会

を進めて審査を終えてから,後 者の審査に入ることになる。各読会の期間は

法案の大小 により,数 日から十数日に及ぶ。 しか も,あ る法案の第一読会演

終わるとす ぐにその第二読会 に移るわけではな く,別 の法案の第一読会を先

に行 う。そうすることで,す でに第一読会を終えた法案を提出した省庁側に

とって,法 案を再検討する 「十 日ないし,十 数 日の余裕」が生まれるのであ

る(図 表1参 照)。 「それのスケジュール調整が,実 は参事官にとっては大変

なんです。」〈130頁〉

読会にあたっては,省 庁側から三,四 人の担当者が来て,参 事官と事務官

とで応対す る。別室で行 うのではな くて,参 事官,事 務官がふだん執務 して

いる部屋にあるテーブルで行 う。 さらに注意すべきは,参 事官の机は大部屋

に 「島」の形をとって配置されているのではない点である。各自の机は衝立

と書類戸棚で仕切 られおり,参 事官は個室に近い状態に置かれている(図 表

2参 照)。 このあたりの臨場感 こそ,オ ーラル ・ヒス トリーの醍醐味であろ

う。

官僚たちが個室ではな く大部屋で執務する 「大部屋主義」は,「稟議制」

とともにわが国官庁の無責任体質の象徴 とみられてきた。準個室的な机の配

置は,法 案審査についての責任の所在が明確な参事官にふさわ しい。またこ

れが,独 立性の溺養にも通 じていると思われる。

一方,参 事官とともに審査 に同席するノンキャリの事務官の仕事は,「 審

査 した後の整理 とか,資 料の収集が中心です。」 とはいえ,「 テーブル 〔図表
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盆 図表1読 会方式による法案審査の進め方
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図表2各 部の部屋の配置図
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① は各 参事 官の執務机,(↑)向 きに座 る。② は審査テー ブルで,各 省庁

の法案担 当者が座 る。③ のテーブルは部屋によ って はない。

出典:『 工藤敦夫 オーラル ・ヒス トリー』(政 策研 究大学 院大学,2005年)98頁 。
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2の ② を 指 す 一 引用 者 〕 に は,常 に来 て い ます 。 発 言 は,あ ま り し ませ ん

け ど,ず っと フ ォ ロー は して い ま す。」 採 用 につ い て は,「 法 制 局 採 用 の人 も

い る し,他 か ら出 向 して来 た人 もい ま す 」 との こ とで あ る。 〈95頁 〉

ノ ンキ ャ リに つ い て は 「窓 口天 皇 」 と い う形 容 が あ る。 「〔キ ャ リア の 一

引用 者 〕 秀 才 課 長 は"お 客 さん"で あ り,課 の 実 権 は課 長 補 佐,万 年 係 長 が

握 る 。 こ れ を"窓 口天 皇"と い う。」ω)な る ほ ど,通 常 の キ ャ リア 官 僚 の2

年 と い う異 動 の サ イ クル とは違 って,参 事 官 は5年 程 度 は在 任 す る。 とは い

え,内 閣法 制 局 に 定年 まで 勤 め 上 げ る プ ロパ ー事 務 官 の比 で は あ る ま い。 参

事 官 と事 務 官 の 関 係 に つ い て,も う少 し究 め て み た い。

さ て,第 一 読 会 で は,「 条 文 の審 査 に 入 る前 に,社 会 の実 態 とか,過 去 の

運 用 等 を,し っか り聞 か な い とい け な い。(中 略)後 の条 文 審 査 に響 い て く

るの で,そ の あ た りを議 論 して,こ っ ち が納 得 して い な い と い け ま せ ん。」

〈195頁 〉 も っ と も,時 間 が な い とき は 「い き な り個 別 条 文 に入 る。 た だ,

そ の 時 は,本 当 に危 険 なん です よ。 や って い く うち に,意 外 に 思 わ ぬ 方 向 に

発展 しち ゃ った り して ね 。」 〈377頁 〉

た とえ ば,法 案 審 査 が十 分 詰 め切 れ て い な い と,政 令 審 査 で 苦 労 を 強 い ら

れ る。 法 律 文 に 「別 に政 令 で定 め る」 な ど と書 く場 合,ど こ まで 政 令 に委 任

す るか(「 下 ろ す」 とい う)そ の 範 囲 の 確 定 が 重 要 に な る。 「どの 範 囲 の もの

を政 令 に す るか,し た が って ど こま で 書 くつ も りで,『 これ 以 上 は書 けな い

よ』 と い う こ と を,法 案 の 時 に,き ち ん とそ の 省 との 間 で 詰 めて おか な い と

い け な い。 政 令 に下 ろ した ら,各 省 は 『こ こま で 書 くつ も りで した』 と。 こ

ち らは,『 そ ん な も の は,政 令 委 任 して い な い よ』 と。 そ うい う話 が 出て 来

る と,政 令 に な って か ら,え ら くゴタ ゴ タす るわ けで す 。」 〈124頁 〉

こ の 「ゴ タ ゴ タ」 に つ い て は,前 出 の 旧 大 蔵 キ ャ リア官 僚 が経 験 談 を語 っ

て い る。
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「相手方 と改正を約束 したある事に'ついて,当 然政令事項だとされてい

たものについて法制局か ら 『それは法律事項であ り政令改正で手当てを

することはできない』との判断をもらってしまった。法律はす'でに国会

に提出されて しまっている。約束が守 られないことになるのである。

(中略)そ こで先方に政令案を渡すにあたり 『申し訳ない。政令改正で

手当てをするつ もりだったがどうしても駄 目だということなので実施を

もう1年 待って欲 しい』 と深 く頭を下げたのである。」(12)

法案審査 に関連 して,工 藤が長官として関わった国連平和協力法案(1990

年11月8日 廃案確定)に ついては,そ の審査の ドタバタぶ りが紹介されて

いる。

「審 査 して い て,翌 日にな る と,『 あ の 案 で はな くて,こ っ ち の案 に して

くれ』 と言 っ て 来 るん で す 。 そ れ を や っ て い る ζ,『 い や あ,そ こ は違

う。 こ っ ち に して くれ 』 と,本 当 に クル ク ル 変 わ りま した 。 『とて もい

か ん な 』 と思 い ま したね 。」 〈407頁 〉

こうして提出された法案の国会審議では,工 藤は海部俊樹首相とともに批

判の集中砲火を浴びたのである。黒子は表舞台に引っ張 り出され,工 藤は

.「陰の主役」,あ るいは海部の 「精神安定剤」に擬 された(図 表3)。

しか し,こ のときの苦労が次に実 ることになる。工藤は 「いわゆるPKO

法案の時は,そ の準備運動があったか ら,か なりまとまったんです」〈408

頁〉 と述べている。その理由として工藤が挙げているのは,自 公民協力体制

である。「次のPKOの 時は,PKO主 体で行 きたいという話 も,自 ・公 ・民

で協力体制が出来たという話 もあって,い ろいろな土台が出来ていたわけで

すね。」〈同>
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図表3海 部首相 の 「精神安 定剤」 に擬 された工 藤長 官

1え ・針 す躍おi

出典:『 朝 日新聞』1990年11月5日 。

一方,当 時の内閣官房副長官(事 務)で あった石原信雄は,「湾岸戦争の

ときに大変苦労 してつぶれた国際連合平和協力法案が,い わば一種の トレー

ニングになったわけです。指揮命令系統をどのように法文に書 くかとか,こ

のときの議論が役に立ちましたね。その経験があったから後でまとめるとき

に,比 較的スムーズに法案化ができたんです」(13)と,どちらが内閣法制局長

官かわからないような発言をしている。

また,'工 藤はPKO協 力法案の作成過程について具体的に語 っていない。

対照的に,石 原は内閣法制局 と関係各省庁 との調整の様子を明らかにしてい

る。

「最終的に法制局 と問題が起 こります と,総 理府の五階に大きな会議室

があるんですが,あ:そ こに私が行きまして,内 閣法制局長官以下,法 制

局の部長や法制局の参事官にきてもらい,そ れに外務省と防衛庁と,そ

れぞれの次官以下,責 任者にみんなきてもらって,そ こで議論をやった

んです。最後になると,法 制局 とギリギリの話は,内 閣としてこれはま

(423).73



政経論叢 第74巻 第3・4号

とめ な けれ ば い け な いわ け です か ら,私 と長 官 の工 藤(敦 夫)さ ん で 随

分議 論 しま した。」(ω

【用 字 ・用 語 の統 一 】

読 会 が進 む と,条 文 に使 わ れ る用 字 ・用 語 の精 査 に至 る。 内 閣法 制 局 の審

査 基 準 に よ れ ば,た とえ ば,二 字 熟 語 の 場 合,最 後 の 送 り仮 名 は送 らな い。

「割 り当 て」 で は な く 「割 当 」 と な る。 と こ ろ が 動詞 にな る と送 り仮 名 をつ

け,「 割 り当 て る」 と書 く。 〈274頁 〉 法 律 文 に は促 音 で あ って も,決 して小

さな 「っ」 は使 わ ず,ふ つ うの 「つ 」 を 用 い る。 「よ って」 で は な く,「 よっ

て」 なの で あ る。 た だ,工 藤 で も,ど う して 促音 を こ う表 記 す るの か 「何 故

だ か 分 か りませ ん け どね」 〈275-276頁 〉 との こ とで あ る。

そ して,こ れ らの点 を確 認 す る た め に,読 会 で は 「各省 か ら来 た 中 で,一

番若 い 者 に条 文 を読 ませ る」 「一 条 ご とに,読 み 上 げ させ るん で す 。」 「『… …

す る に 当 た って は』 とい う時 も,漢 字 の送 り もあ る もの で す か ら,『 … … す

るに トウ た って は』 と読 む ん です 。 「当」 の字 の 下 に,「 た」 が送 って あ る よ,

とい う意 味 で す。」「慣 れ た者 が来 る と,す らす ら と読 む わ けで す 。」 〈131-132

頁 〉

「農 閑 期 」 に な る と,後 述 の 総 務 主 幹 の 主 宰 で全 参 事 官 が参 加 す る 「法 令

整 備 会 議 」 を 開 い て,表 現 や用 字 ・用 語 の 勉 強 会 を行 う。 「『こ うい う用 語 を

使 っ た』 とか,『 常 用 漢 字 で な い漢 字 を使 って,ル ビを 振 った 』 とか,「 こ う

い う片 仮 名(英 単 語)を 使 った』 とか,そ う い う勉 強 会 み た い な ものが あ り

ます 。」 これ は毎 年 二,三 回行 われ る。 「法 制 局 と い う のは,言 って みれ ば,

そ う い う もの の 積 み重 ね な ん で す よ。」 〈128頁 〉 そ こ で の議 論 は 「法 令 整 備

関 係 資 料 集 」 と して製 本 され る。

こ う した 「職 人 芸 」 に長 年 携 わ って き た工 藤 は,「 本 や 印 刷 物 を 見 て い る

と,誤 字 脱 字 にす ぐに気 が付 くん です よ。 そ れ か ら,仮 名 遣 い とか 句 読 点 と
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か,も のす ご く気 にな るん で す 」 とい う。 〈335頁 〉 「職 人 」 の勲 章 で あ ろ う。

そ して,い か に 「職 人 」 で も,「 条 を ず ら した りす る時 に ミスが 出や す い」

の だ とい う。

「例 え ば,第 十 条 と第 十 一 条 とが 並 ん で い ます で し ょ う。 十 一 条 で 十 条

を 引 く時 は,『 前 条 』 と な るわ けで す ね。 と こ ろ が,こ れ を一 つ ず つ ず

ら して,間 へ 一 条 入 れ ます で し ょ う。 そ うす る と,十 一 条 で十 条 を指 す

時 は,『 前 条 』 で は な くな るわ けで す ね 。」 「だ か ら,(『 前 条 』 を)第 十

条 と直 さ な け れ ば い け な い ん で す。 そ れ を,ず ら した だ けで,直 し忘 れ

る こ とが あ る ん です よ。 そ うす る と,法 律 と して 出来 上 が る と,『 前 条 』

に は全 然 関係 な い こ とが書 い て あ る わ けで す ね 。」 〈168頁 〉

2004年 の通常国会で審議 された年金改革関連法案では,40か 所に上 る条

文直 し漏れが判明 した。これはまさしく工藤の指摘 したタイプの ミスだった。

工藤 は 「それは法制局 としては ミスですね。それは,認 めなければならない」

〈416頁〉と述べている。

【法案審査における出身省との関係】

前述のとおり,内 閣法制局参事官は全員が他省庁からの出向者で占められ

る。「年季」明けで戻 ってか ら先のキャリアを考えて,出 身省に有利な法案

審査をするということはないのだろうか。工藤は 「『自分の出身省に対 して

不利な扱いをしたから,こ れで自分は将来,身 の振 り方について不利になる

だろう』 とか,そ ういう心配 をした人はいないですね」〈111頁〉 と断言す

る。 「本当に皆さん,法 制局に来てからは,各 省の色を出さないですね。」

「自己規制で しょうね。 それ と,や っているうちに,そ ういうものが,お よ

そ抜 けて来るのか もしれませんね。」〈110頁〉
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こ の 「自 己 規制 」 に つ い て,旧 通 産 省 出 身 の工 藤 は次 の よ うに説 明 して い

る。

「通産 と,ど こかの省との意見の相違があったような時には,私 自身 も

十何年間の経歴の積み重ねで,元 々通産の意見に近い感覚でいるわけで

す。ですから,五 分五分だと思っていても,早 めに(意 見を)出 すと,

「通産に傾 いた』 と取られることがあるんですよ。私 自身 としては,五

五対四五か,六 〇対四〇で,ち ょっと反対のほうにウエー トを掛けた ぐ

らい の意 見 を 出 して,よ うや く両方 が 納 得 す るん です ね。」 〈109頁 〉

と りわ け,参 事 官 に就 任 して す ぐの 頃 は,出 身 省 に利 す る審 査 をす る の で

は な い か と い う 目で 見 られ る。 が,「 法 制 局 に 行 って 二 年,三 年 と経 つ と,

他 の 省 もそ うい う見 方 を しな くな っ て くる」 〈同〉。5年 間 とい う 「年 季 」 が

「生 え抜 き化 」 させ るの であ る。 法 案 につ い て の 出身 省 か らの コ ンタ ク トも

文 書 課,総 務 課 と い う公 式 ル ー トを 通 じて以 外 に は な い 〈111頁 〉。

出身 省 に有 利 な 法 案 審 査 は 決 して しな い と い う こ とは,歴 代 の参 事 官 も強

調 して き た 。 た とえ ば,旧 運 輸 省 か ら参 事 官 に 出 向 し(参 事 官 在 任:1962

年5月1日 ～1967年10月16日),そ の 後 運 輸 事 務 次 官 に 栄 進 した 中村 四郎

は次 の よ うに記 して い る。

「〔参事官は一 引用者〕出身省の法案担当者には厳 しく接 し,他 省庁の

法案担当者には親切にな ってしまったようである。参事官を出向させて

いない省庁は,割 りを食 ったような感 じを受 けるらしいが,実 際はその

反対である。高辻長官は,『 法制局では各省出身者にその省を受 け持た

せても,ひ とつ も不都合なことはない,不 都合なことになるような人は

出向 してこないか らだ』 といっておられた。」㈹
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や は り旧運 輸 省 出身 の井 山 嗣夫(参 事 官 在 任:1978年6月27日 ～1983年

6月3日)も 「自分 の 出身 省 の意 見 と対 立 す る よ うな 法案 を 審 査 す る 際 に 問

題 は な い か」 と問 わ れ て,こ う答 え て い る。

「局の伝統 として,法 制局は原省 とは別の立場にある,と いう心構えが

叩きこまれ,原 省の事情に詳 しいだけかえって問題点を発見するように

機能 しなければならない。原省に対 しては,参 事官は皆厳 しい指摘を し

て お り,な れ 合 い等 は絶 対 に な い。」⑯

また,先 の中村の指摘にあるとおり,防 衛庁,環 境省など新興の省庁は参

事官ポス トをもっていない。一方で複数の参事官ポス トを確保 している 「有

力省」 もある(ω。言い換えれば,こ れら新興省庁の法案 は 「素人」である'

他省の参事官によって審査 される。 この点は国会で も取 り上げられた。東祥

三衆院議員(自 由党=当 時)は こう質 した。

「国家の安危にかかわる安全保障の問題を,一 人の安全保障の専門家 も

いません,一 人の外交の専門家もいません,一 人の軍事の専門家もいな

い内閣法制局という一官僚組織にゆだねてきたことが,国 権の最高機関

である国会の権威をおとしめているのではないのか,政 治の責任を放棄

せ しめているのではないのか。」(18)

しか し,工 藤 は こ う した懸 念 を一 蹴 す る。

「〔参事官を一 引用者〕『出したい』 というのは,各 省あると思いますよ。

だけど,ど こかの省が出 していないか ら,不 利になるとかという話はあ

ま りないですね。私の当時には,文 部省は出.していなかったですが,だ
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か ら文 部 省 が別 段,法 案 審 査 で何 か 不 利 に な る とか,扱 い が 後 回 しに な

る とか,そ ん な話 は お よ そ な い で す ね。」G9)〈111頁 〉

工藤や歴代の参事官の言い分に従えば,参 事官は法案審査にあたって出身

省におもねることは決 してないし,参 事官を出していない省庁が不利益を被

ることもない,と いうことになる。あまりに優等生的 という気がしないでも

ない。

「おもねる」とはニュアンスが異なるが,出 向させていた参事官の知恵を

借 りて,法 案作成の行き詰まりを打開 した事例はある。1956年6月 に成立

した機械工業振興臨時措置法(以 下,機 振法)の 場合,そ の立案に携わった

旧通産省は同省出身参事官である吉國一郎(の ちの長官)の 尽力に助けられ

た。

中堅の機械製造業の振興を目指 した旧通産省は,当 初は自、ら 「機械工業振

興事業団」を設立 して,そ れを拠点に指導力を発揮 しようと考えていた。 し

か し,事 業団への国の出資をしぶる旧大蔵省の反対でこの構想は頓挫 し,代

案として機振法が浮上 してくる。

結局成立にこぎつけるが,こ の横張法は 「法技術的にはきわめて異例の法

律」で,「 一読 しただけではこれは何の法律であるかがよくわか らない」⑳

代物と言われている。なぜこれが法制局(1962年7月 に 「内閣法制局」 と

改称)の 審査を通ったのか。審査にあたったのは吉國である。彼は 「機械工

業振興臨時措置法なんていうものは法律 らしくない法律ですけれども,ち ゃ

んと通 ったようなことでございます」⑳ と明言 している。

なぜ 「法律らしくない法律」が 「ちゃんと通った」のか。それは,出 身省

の政策 と立法技術の双方に明るい吉國の存在抜きには考えられない。
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【質問通告には 「下ろし」で対処】

法案審査のほか参事官に負担を強いるものに,国 会答弁がある。内閣法制

局に限 らず,答 弁資料の作成は官僚に相当の作業量を課すことになる。各省

庁ならば課長補佐以下のスタッフが協力 して進められるが,内 閣法制局の場

合,参 事官一人ですべてをこなさなければならない。ただでさえ法案審査で

忙 しいため,「 やっぱりその時間がもったいない」〈241頁〉 と工藤は本音を

語っている。

そこで,工 藤は議員に直接会いに行って,質 問の取 り下げを懇請 したので

ある。

「出来 れ ば,そ の場 で質 問 をや め て も ら うん です 。」 「私 は 参事 官 当 時,

も っぱ らそれ を心 掛 け て い ま したね 。」 「とい うの は,(下 ろせ ず に)戻 っ

て来 た ら,大 変 な ん で す よ。J「一 番 大 変 な の は,そ れ 〔質 問 一 引 用 者 〕

に 答 え を書 か な けれ ば い け な い こ と で す。 い わ ゆ る答 弁 資 料 を ね。(中

略)特 に,法 案 審 査 で 忙 しい時 に,そ れが 割 り込 ん で来 ま す か ら,な る

べ くだ った ら,そ の 場 で 『下 ろ し』 を や る わ け です 。」 〈239頁 〉

現 役 時 な らば,こ の よ うは真 相 は とて も白状 で き ま い。 オ ー ラル ・ヒス ト

リー の 価 値 を こ こ に も確 認 で き る。

2内 閣法制局幹部 として

【総務主幹の官房長的役割】

工藤は5年 の 「年季」が明けても,本 省に戻されることはなかった。工藤

の参事官在職が5年 を過 ぎたとき,前 任者(22)が在職3年3か 月で工藤に引

き継いだことか ら,「あと一年九 ヵ月は残 っているんだよ」〈210頁〉 と引き
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留められた。また,旧 通産省は内閣法制局に二つの参事官ボス ドをもってい

.た。もう一つには,工 藤の3年 後輩が就いていたが,工 藤より早 く1975年7

月に原省に帰された㈲。

こうして工藤は,1975年 の秋 ごろには参事官の中で年次的に一番古 くなっ

て しまう。工藤は 「あるいは戻らないことになるか もしらん」〈同〉と少 し

ずつ覚悟を固めてい く。そして翌年6月 に,工 藤が属 していた第四部の別府

正夫部長か ら,「主幹にならないか」「吉國さん 〔当時の内閣法制局長官 一

引用者〕が 『是非……』と言 っているんだけれども」 と切 り出され,「 決定

的かな」と観念する 〈同〉。

「主幹」とは総務主幹のことである。内閣法制局の幹部ポス トには,長 官

以下,次 長,部 長(4部 あるので4名),総 務主幹の七つがある。総務主幹

を受けるということは,や がて部長をいくつか歴任 してのち,次 長,長 官へ

と昇 り詰めることを意味する。歴代長官はみな総務主幹を経験 している。 こ

のポス トに就けば,も はや原省に戻されることはない。

総務主幹の役割については,他 省庁の官房長に当たるζいう元内閣法制局

長官の大森政輔による言及はある(24)ものの,こ れまであまり詳 しく知 られ

てこなかった。工藤の発言はこの空白を十分に埋めてくれる。

内閣法制局には各部のほかに長官総務室があり,第 一課(現 ・総務課)と

第二課(現 ・会計課)に 分けられている。「この総務室が言ってみれば文書 ・

人事 ・予算 ・会計 ・福利厚生 と,い わゆる官房的なことを全部やっているわ

けです。総務室は(中 略)二 課構成になっています。これを束ねたようなこ

とで,総 務主幹 という形 になっているわけです。」〈208頁〉

とりわけ注 目すべきは,参 事官の人選について,総 務主幹が果たす役割で

ある。工藤によれば,そ の人選は次のように進められる。

(1)5年 の 「年季」が明ける参事官の後任について,各 部の部長が具体
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的 に 指 名 す る。

(2}そ の意 を 体 して 総 務 主 幹 が,各 省 の官 房 長 に 「何 年 の 誰」 を 参 事 官

に 出 す よ う に掛 け合 う。

(3)各 省 が 当該 人 物 と 「そ れ以 外 に,こ うい う人 も… …」 と数 名 の 候 補

者 を伝 え て くる。

(4>総 務 主幹 が 各 部 と相 談 して候 補 者 を一 人 に絞 り込 み,各 省 に 「交 代

の 時期 は,半 年 ぐ らいの 範 囲 内 で,各 省 の都 合 の い い 時 で い い け れ ど

も,こ の人 を … … 」 と返 事 を す る。 〈209頁 〉

「〔参事官が 一 引用者〕五年 ごとに回転すると,一 年に四,五 人が人事の

対象になるわけ」〈同〉であるから,こ れは総務主幹の中心的な仕事の一つ

である。

総務主幹の 「外向き」の仕事 としては,こ の他 に財務省 との予算折衝,内

閣官房とのスケジュール調整,各 省折衝がある。もっとも,予 算折衝について

は予算額が小 さいたあ 「事実上は内閣官房の会計課にお願いする形になる」

〈同〉という。

これに対して,「 内向き」の仕事には,「参事官の兄貴分」 としてのそれが

.ある。一国会が終われば,各 部の法案審査で問題になったことなどを出 し合

う参事官会議を総務主幹の主宰で行 う 〈210頁〉。

さらに,総 務主幹は 「原則は,法 令審査か ら解放 されます」。そのため,

「主幹 というのは,法 制局参事官ではないんですよ。法制局参事官 というの

は,法 令の審査をす る。主幹 になると,内 閣法制局事務官 になるんです。

(中略)だ けど,こ の時だけは,参 事官を兼務 させ られました。」「ちょうど

手が空いているので」領海法の審査を 「『やれ』 と言われた」〈216頁〉 と。

工藤は総務主幹 に昇任すると同時に,第 四部参事官を併任 してい る(1976

年7月13日 付)。
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ただ,こ こでの工藤の言い方は,誤 解を招 くのではないか。工藤は総務主

幹として例外的に参事官を兼務 したと述べている。 しかし,工 藤の前任者の

前田正道(第 一部参事官併任)も,さ らにその前任者の別府正夫(第 四部参

事官併任)も 参事官を併任 している。さらに工藤の後任の関守から現職の近

藤正春に至 るまで,総 務主幹は全員第一部参事官を併任 している(25)。内閣

法制局事務官である総務主幹が参事官を併任するのは,決 して例外ではなく,

それは既定の大原則なのである。

【参与会のア レンジ役も総務主幹】

内閣法制局には参与会という会合がある。1959年 度の予算要求で,「学界

等の権威者より助言 と協力を受けるために五人の参与を設置」 したいという

法制局の要求が認められ(26),参与会が定期的に開かれることになった。参

与には長官OBの ほか高名な学者が就いてきた。開催頻度は 「頻繁な時は,

月二回。通常は,月 一回。」〈417頁〉

その形式は,参 事官が持ち回 りで担当者 とな り,「その担当参事官が議題

を決めて,資 料を全部作って,そ の場で説明をしなければいけない」ので,

「参事官 にとっては大変なんです。」〈212頁〉驚 くべきはその出席者で,参

与および参事官だけでなく,長 官か ら部長に至るまで,内 閣法制局の幹部全

員が勢ぞろいする。

長官公邸を会議室にして,夕 食をとった後,二 時間程度,議 題について意

見交換する。確かに 「学識の深い方々の集まりであるだけに,正 に談論風発

といった有様」で⑳,参 事官には勉強になろうが,こ れだけの頻度で開催

するのは負担が過ぎよう。

そして,担 当者との事前調整,当 日の司会にはじまって,食 事の手配,資

料の編集 ・保存に至るまで,雑 用のすべてが総務主幹の仕事なのである。

こうしてみて くると,総 務主幹 とは参事官の扇の要に位置付けられること
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がわかる。参事官の中で年次的に上の者でないと,「兄貴分」 として務まり

そうにない。その点からすれば,後 に長官となる大森政輔の総務主幹就任は

「大胆な」人事 と言わざるを得ない。判事か ら検事に 「転官」 して,法 務省

民事局に勤務の後,い きなり総務主幹 として内閣法制局に異動 している。

大森自身はこの異動について,「 昭和五三年四月に裁判所から法務省に三

年程度の予定で出向し,遠 からず裁判所に復帰することを念頭において日々

を送 っていた者 として,驚 天の出来事ではあ りました」㈱ と述べているにす

ぎない。大森は総務主幹を 「閑職」と記 しているが,工 藤が述べている役割

を参事官の経験のない大森は,ど のようにこなしたのだろうか。おそらく,

年次の最 も古い参事官がその代役を務めたのであろう。

【第一部の仕事 ・第一部長の役割】

四部構成をなす内閣法制局の組織のうち,第 一部は他の三つの部 とは異な

り法令審査には当たらず,意 見事務を仕事としている。具体的には,工 藤は

「〔各省庁か ら照会された〕法令についての意見や解釈 一 これが,ま ず第一

の仕事」,「第二は(中 略)国 会での 〔内閣法制局 一 引用者〕長官答弁とい

うのがあります」,「それか ら,国 会から内閣に対 して質問主意書というのが

出ますが(中 略)こ の回答 も一部の担当です」〈233頁〉 と三つを挙げてい

る。

各省庁からの照会の一つに,内 閣官房が作成 した談話のチェックもある。

「原稿が来て,『 こういう言い方で,問 題はないか』と。」「そういうことは,

内閣官房と当方と.の間では,'し ょっちゅうあるんですよ。」〈232頁〉印象的

な事例として,1977年9月 に発生 したダッカ日航機ハイジャック事件に際

して,当 時の福田赴夫首相が述べた 「人命は地球より重い」 という談話があ

る。 これ も,「 もちろん 〔内閣法制局 に一 引用者〕回って来たと思います」

〈同〉という(29)。首相や官房長官の談話は,す べて内閣法制局第一部が精査
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して い る の で あ る。

工 藤 が総 務 主 幹,第 四 部長 を 歴 任 した あ と,こ の第 一 部 の部 長 に着 任 す る

の は,1985年11月 の こ とで あ る。 第一 部 長 は4人 い る部 長 で も別 格 で あ り,

そ の後 は次 長,長 官 と出 世 す るの が 通 例 の コ ー ス と な って い る。 長 官 の長 期

在 任(3f)を 改 あ た吉 國一 郎 長 官(長 官 在 任:1972年7月7日 ～1976年7月9

日)以 降 で,第 一 部 長 に就 い た 者 で 次 長,長 官 と な らな か った の は,病 気 で

退 職 した前 田正 道 と農 水 省 出 身 の 関 守 だ け で あ る。 後 述 の よ うに,法 務,旧

大 蔵,旧 通 産,旧 自治 の4省 出身 者 で な け れ ば,次 長,長 官 へ と進 め な い。

そ れ ゆ え,第 一 部 長 は 「長 官 と行 動 を共 にす る こ とが多 い ん で す よ。 要 す

る に,予 算 委 員 会 の 時 も,長 官 の 後 ろ に座 って い る こ と が 多 い ん で す ね 。」

〈329頁 〉 「私 の 意 識 か らbう と,第 一 部 長 に 補 佐 を 求 め る と い う よ り は,

『将 来,お 前 が長 官 に な るか も しらん の だ か ら,(そ れ まで に)勉 強 して お け』

とい う感 じの ほ うが 強 い です ね 。」 〈405頁 〉

ま た,長 官 見 習 い と して一 緒 に行 動 しな い 時 は,「 内部 に あ る過 去 の 資 料

を一 所 懸命 読 む(中 略)一 所 懸 命 読 ん で,覚 え る わ け で す よ。 で,必 要 な ら

ば,メ モ を す る。 要 す る に,そ れ は 自分 に す ぐに役 に 立 つ の と同 時 に,次 長

や長 官 にな っ た時 に役 に立 つ わ け な ん で す ね。」 〈330頁 〉

そ の 点 で工 藤 は,見 習 い期 間 が 短 す ぎ た と悔 や ん で い る。 「私 は 四部 長 が

長 過 ぎた と思 っ て い る ん です よ。 四部 長 は七 年 弱,六 年 十 ヵ月 ぐ らいや りま

した 。 それ に対 レて一 部 長 は,結 果 的 に は 八 ヵ月 ぐら いで す 。」 〈同 〉

【「何年やってもいい」法制次長】

そして,工 藤は法制次長に就 く(1986年7月)。 その職務について,「次長

というのは,何 年やっていてもいいな」〈335頁〉乏 いう。「決まったことと

いうのは,週 二回の次官会議に出席するということですけれども,次 官会議

に出て行 っても,法 案や政令の説明というのは各省がやりますから,自 分で
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説明することはないわけです。(中 略)あ とは,さ っきの法案や政令なんか

が出される時には,そ れに全部 目を通す。長官はほとんど見る時間がないで

すから,言 ってみれば,そ れに目を通す ということが,特 に忙 しい時は一番

きついですね。」〈同〉

法案や政令 に 「全部目を通す」次長は,法 令の用字 ・用語の統一 について

各省庁 に通知 して徹底を図る役割を担 っている。1981年10月 に常用漢字表

ができた際には,「 法令における漢字使用等について及び法令用語改正要領

の一部改正について」 という文書を次長名で各事務次官に出した。〈273頁〉

この関係で,法 制次長 は国語審議会の委員を務 めている⑳。 これには意

外な印象をもったが,工 藤の説明をきくと納得がいく。

「(用語 に 関 して)『 法 令 の 時 は,こ う使 って い ま す よ 』 とか い う こ と は,

そ の 時 に意 見 と して 言 う わ け で す。 だ か ら,『 そ の 字 ま で 削 られ た ら困

ります 』 とか,あ るい は 『法 令 で は,そ うい う送 り仮 名 は,こ うい う場

合 が 多 い ん で す よ』 とか言 う こ とが あ るわ け で す ね 。」 〈同〉

ところで,気 になったのは,工 藤が 「私は次長 になる時にも,抵 抗があっ

た」〈410頁〉 と漏 らしている点である。すでに述べたとおり,第 一部長か

ら次長への昇格は既定路線で,そ れ以外の次長就任例はない。この発言は,

工藤の長官在任中の湾岸危機/戦 争への対応をめぐる長官罷免の話のついで

に出た ものだったので,こ れだけで素通 りされている。だが,ど ういう 「抵

抗」だったのか興味がある。'

また,余 談になるが,工 藤には次長時代,右 翼 と密室で一対一で応対 した

「武勇伝」がある。天皇の代替わ りで皇室 に相続税を支払わせるとの見解を

示したところ,右 翼の大物が 「けしか らん」と内閣法制局に乗 り込んできた。

「まさか長官に会わせるわけにはいかないから,私 が応対 しま した。」「一応
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の お応 え は しま した け どね。 時 々,机 を ドー ン と叩 くとか,そ の 程 度 は しま

'

した(笑)。 」 〈387-388頁 〉 室 外 に は 警 察 官 が 待 機 して い た とい うが,危 機

管 理 の 点 で 笑 い話 で はす ま さ れ な い。

3内 閣法制局長官 として

【国 会 答 弁 の苦 労 】

1989年8月 に,工 藤 は第56代 内 閣 法 制 局 長 官 に就 任 す る。 旧通 産 省 出 身

の長 官 と して は,吉 國一 郎 以来 二 人 目で あ る。 それ につ い て,イ ンタ ビュ アー

に 「傾 向性 が あ る とい うわ け で は な い,と 」 と念 押 しされ て,工 藤 は 「… …

と い う よ う に思 い ます 」 と応 じて い る 〈11頁 〉。 た だ,長 官 に就 任 で き るの

は法 務(32>,旧 大 蔵,旧 通 産,旧 自治 の4省 出身 者 で 決 ま っ て お り,そ う し

た 「傾 向 性 」 は あ る。 工 藤 の 後 の長 官 ポ ス トは 旧 自治,法 務,旧 大 蔵,旧 通

産,旧 大 蔵(現 ・阪 田雅 裕長 官)と 回 って い る。

長 官 と次 長 と の役 割 分 担 に つ い τ は 「長 官 が 外 向 きを や って い る な ら,次

長 は 中 向 き の こ とを や る」 〈329頁 〉 とい う。 「外 向 き」 の仕 事 の う ち最 も重

要 な もの は,も ち ろ ん 国会 答 弁 で あ る。

工 藤 に よれ ば,答 弁 で気 を 遣 うのは,質 疑 か ら答 え まで 間 を 空 けな い こ と

で あ る。 「間 が 空 くと,質 問者 は 非 常 に苛 立 ち ます し,委 員 会 の運 営 と して

も,大 変 拙 い ん で す よ ね 。」 そ して,「 『む しろ,他 の省 だ な 』 と思 って も,

危 な い 時 は先 に 出 て 答 え るん です 。 答 え る と道 が 付 くん で す ね。」 〈236頁 〉

内 閣 法制 局 長 官 が まず 法 律 的 な議 論 で 道 筋 を定 め て や る と,そ の 後 の 政 治 的

論 戦 が ぶ れ ず に う ま く進 むの で あ る。

そ れ ゆ え,い つ 答 弁 に立 つ こ と にな るか 予 想 がつ か な い。 「だ か ら,『 全 然

関係 な い事 項 の 質 疑 が 続 くな 』 と い う時 に,委 員 長 に 『トイ レに 行 って き ま

す 』 と断 っ て立 つ ん で す ね。」 そ の タイ ミン グが 「意 外 に難 しい」 〈404頁>
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と打ち明ける。

また,長 官に限らず内閣法制局幹部が国会答弁をする場合,い わば官僚の

決まり文句である 「検討 します」 とは言えない。「イエスかノー しかないん

ですね。」 もし常套句を使 ってしまえば,「 それはこっちが何 も分かっていな

いということですからね。」「『駄 目なものは,駄 目』と言わなきゃいけない」

〈237-238頁 〉のだという。

内閣法制局の答弁如何によっては,法 案を提出した省庁がせ っか く予定 し

ていた委員会採決が延期されかねない。その法案をめぐる政策的な問題の議

論が終わり,採 決が見えてきた段階で内閣法制局に見解を求められることが

ままあるからである。 そこで,法 案を提出した省庁は 「よしなに答弁 して く

ださい」 と耳打 ちす るが,内 閣法制局としては 「そうはいかないよ」〈238

頁〉 と突っぱねる。「これで委員会が混乱 しちゃうと,今 日は採決にならな

いな」〈同〉と内心思いなが らも,内 閣法制局 らしく論理を通 した答弁をす

るわけである。

【「政治の怠慢」】

前述のとおり,1991年 の通常国会,い わゆる湾岸国会で,工 藤はたびた

び答弁に立った。湾岸戦争勃発後,政 府は時間のかかる自衛隊法の改正を経

ることな く,自 衛隊機を現地に派遣できる途を懸命に探 した。国際移住機構

の要請に備えて,避 難民輸送の態勢を整えるためである。そこで注目された

のは,自 衛隊法100条 の5㈹ である。

「自衛隊法第百条の五を使 って,政 令を作 ったんです。それが,国 会で

散 々やられました。それは 『国賓等の輸送』 という条文で,当 初,条 文

を作成 した時の狙いは,『 国賓,内 閣総理大臣等々の輸送』にあったわ

けで,(自 衛隊機で)運 ぶ人は 『内閣総理大臣その他政令で定める者』
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と い う こ とで した。 そ れ で,『 政 令 で 定 め る者 』 とい う と こ ろ に,暫 定

的 に避 難 民 を 入 れ た わ け で す。 と ころ が,『 そ ん な もの,国 賓 等 と同 列

に並 べ る こ と が 出来 るか 』 とか,国 会 で散 々 や られ ま した 。」 〈408頁 〉

当時の新聞報道 によれば,1991年1月17日 の安全保障会議で橋本龍太郎

蔵相が工藤 に 「髪の毛一本のスキでもいい。なんとか工夫できないか」と迫っ

た。そ して,1月19日 前後に海部首相が工藤 と密かに会い,「何とかならな

いか」 と促すと,工 藤は 「そこまで総理が言われるなら致 し方ありません。

やってみましょう」と応 じた,と いう。それ以降,工 藤の答弁はそれまでの

首尾一貫 したものから,「複雑怪奇」なものへと変わった㈹。

残念ながら,こ うした要請の有無,解 釈の揺れについて,工 藤は具体的に

言及 していない。「『いろいろな周辺の事情から,法 律的に読めないことはな

い』 と い う こ とで や っ た話 です 」 〈同〉 と意 味 深 長 な言 い方 に と ど ま っ て い

る。

た だ,こ の湾 岸 国 会 や そ れ に先 立 つ1990年10月 の 中東 国 会 で の 自身 の役

回 りを お そ ら く想 起 して,こ う語 って い る。

「法 制 局 とい うの は黒 子 な ん で す 。 黒 子 が 舞 台 の前 に 出 て踊 るな ん て,

異 常 な ん で す。 そ れ は,私 は徹 底 して思 って い ま した か らね 。 黒 子 が 前

に 出て は,い か ん。 前 に 出 た よ うに見 え て も,い か ん 。」 〈415頁 〉

.そ して,工 藤 は 「政 治 」 へ の不 満 を 口 に す る。

「『直 しτはいけない』と,『直すのが難 しい』という合間にあって,『解

釈を変えろ』 と言 うのは,議 論の立て方が違 うと思いますね。」「『(法制

局が)大 上段に振 りかぶ ったようなことをやるとしたら,そ れは政治の
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怠 慢 じ ゃな い で す か』 と,あ る 代議 士 の方 に言 った ら,『 君,そ れ は絶

対 に言 っち ゃい け な い よ』 と言 わ れ ま した(笑)。 」 〈416頁 〉 「出来 た法

律 を,い か に解 釈 す る か,い か に運 用 す るか とい う話 と,出 来 て い る法

律 が世 の 中 に合 って い るか,合 って い な いか,し たが って改 正 す る か し

な い か とい う話 とは,全 然 別 の 話 じゃな いで す か 。 合 って い な い と思 っ

た ら,速 や か に改 正 す べ きな ん で す ね 。 それ が,合 って い な い か ら,そ

れ を ち ょ っ と曲 げ う と言 うの は,解 釈 で は な い。」 〈同〉

これこそまさに,内 閣法制局に欝積 している感情を吐露 したものであろう。

政権党はいわば内閣法制局に甘えて,法 律を変えずに解釈のつじつま合わせ

で,政 策を法的に正当化 してきた。その過程で,内 閣法制局長官は国会での

「三百代言」などという野党の追及に堪え忍んできたのである。あるいは,

湾岸危機以降,政 権党内からす ら 「柔軟な」解釈に応 じない内閣法制局に対

する批判が高まり,長 官の罷免を求める声さえ高まった㈲。、

当時の事態は,も やは 「職人」 としての良心とプライ ドを保ち得ない限界

に達 していたということであろう。 さらに工藤の言葉を重ねる。

「『そ こま で お や り にな りた いの な ら,ど うぞ,条 文 か ら改 正 して くだ さ

い 』 と い う開 き直 りみ た い な もの です ね 。 『条 文 が 直 るの な ら,何 も,

こん な こ とを 私 は言 い ませ ん よ』 とい う こ とが あ りま した。 当 時 の 憲 法

解 釈 の話 で も,『 そ こ ま で言 わ れ る の な ら,憲 法 を改 正 され れ ば,そ れ

は私 は何 も言 い ませ ん。(中 略)憲 法 改 正 を す る とか,し な い とか と い

う の は,法 制 局 の話 で は あ りま せ ん 。 これ は,政 治 の 話 で す 。 自分 た

ち は,政 治 の話 を な さ れ な い で お い て,我 々 に 「ど う こ う しろ」 と言 う

の は,お か し い じゃ な い で す か 』 と い う感 じで,常 に物 を言 って い ま し

た。」 〈409頁 〉
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「や って み ま し ょ う」 とう なず く背 後 で,工 藤 は この よ うな 暗 闘 を挑 ん で

い た の で あ る。'実はい ま,憲 法 改正 を一 番 望 ん で い る の は,内 閣 法 制 局 で は

な い の か。

【意外な 「下働き」】

内閣法制局長官は首相や各閣僚と同様に特別職公務員であり,そ の重量感

に異論はない。ところが,閣 議や国会の本会議場で下僚のような 「下働 き」

を強いられている。こうした実態も,オ ーラル ・ヒス トリーでなければわか

らなかったであろう。

まず閣議で。閣議室に入るのは首相,各 閣僚,内 閣官房副長官(政 務 ・事

務),お よび内閣法制局長官だけである。雑務をこなす事務方は一切いない。

閣議書類が大臣の花押を求めるために回される。中には,関 係大臣だけが署

名すればよい もの もある。「大臣の皆さんは,自 分が署名すると,そ の書類

をポンと横に置 くだけなんです6そ れで,次 に署名する必要がある大臣のと

ころに持 って回らなければならない。」事務の官房副長官がそれをやるので

あるが,一 般事項や人事案件の説明で手が離せないときがある。そのときは

「私がや らなければならない。」〈401頁〉

これについて工藤は,「 サポー トする人が誰 もいないということは,非 常

に珍 しいことですし,不 思議なことです」 と語 っている。行間には抜きがた

い不満が読み取れる。確かに,内 閣法制局長官の手を煩わせることではない。

加えて・閣議での 「下働き」的な仕事に,閣 僚の発言を記録する作業もあ

る。官房副長官(事 務)も 務めた後藤田正晴が語 るところによれば,「正式

な案件が終わったあとで,各 閣僚の発言があるわけです。官房長官が,何 か

発言はありませんかと必ずいいますか ら。そこで発言することにわりあい重

要な事項が入るんです。それは内閣官房としては残 しておかなければならな

い。(中 略)閣 僚発言を誰が書 くのかということなんですよ。 これは内閣官
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房 副 長 官 が書 くん で す よ 。」㈹

と こ ろが,「 書 くの が い や な 」 後 藤 田 は,因 果 を 含 め て 当 時 の 内閣 法 制 局

長 官 で あ った 吉 國 一 郎 に押 し付 けた 。 入 省 年 次 で も,吉 國(1940年 入 省)

は 後 藤 田(1939年 入 省)の 後 輩 で あ った。 そ の 後,後 藤 田 の後 任 に は,川

島広 守(1942年 後 期 入 省)が 就 い た。

「こ ん ど は吉 国君 の方 が 先 輩 な ん だ 。 だ か ら メ モ役 は 川 島 君 に替 わ った

とい う話 を 聞 い た。 それ でつ い こ の間,い ま誰 が書 い て い るん だ と言 っ

た ら,い や,い ま は法 制 局 長 官 だ って(笑)。 」㈹

この伝でいけば,工 藤の長官在任時の官房副長官である石原信雄は,工 藤

より1年 先輩の1952年 入省である。果たして,年 次からいって,工 藤は記

録係も務めていたのであろうか㈹。

いずれにせよ,工 藤がもっと不満に思 っているのは,本 会議場での役 どこ

ろである。本会議場の雛壇には政府側の事務方は,事 務の官房副長官を含め

て誰 もいない。内閣法制局長官だけが慣例的に 「総理が斜めに見えるところ

に,一 人ポツンと座 っているんです。」時に,野 党の代表質問に対する首相

の答弁に不備があり,野 党が 「答弁漏れ!」 と叫んで議長席に駆け寄る事態

が起こる。こうした場合,議 院運営委員会の与野党理事の協議が議長席周辺

で行われる。その輪の肩越 しに,内 閣法制局長官が 「あれは,こ ういう形で

答弁 している」 と口を挟むのである。「何で,そ れを私がやらなければいけ

ないのか。」〈402頁〉

加えて,首 相演説に対サる各党の代表質問で,予 定されていた質問が飛ば

された場合,内 閣法制局長官が首相の手元にある答弁案からその部分を引き

抜いてくる。質問されていない項目まで,答 弁を読んでしまってはまずいか

らだ。 とはいえ,「 そういうことを,な ぜ法制局長官がやらなければいけな
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いの か 。J〈402-403頁 〉 確 か に,こ れ は首 相 秘 書 官 の 仕 事 で あ ろ う。

4議 院法制局 との関係,技 官のカベ

【議院法制局 との関係】

法制局と名の付 く役所は内閣法制局以外に,立 法府の議院法制局がある。

実際には,衆 議院法制局と参議院法制局として存在す る。内閣法制局と議院

法制局はあま り仲がよくないといわれてきた。工藤の話の端々にもそれがう

かがわれる。

たとえば,法 案の国会修正があった場合,そ れはもはや内閣法制局の手を

離れ,議 院法制局の担当となる。すると,そ の法案を提出 した省庁が内閣法

制局に,「 〔議院法制局 に一 引用者〕意見を求められているんですが……」

と意見照会にやってくる。

「衆 ・参 の 法 制 局 か ら直 に,こ ち ら に は,ま ず 来 な い で す ね 。 そ れ は,

私 の ほ う も,ま た い ろい ろ な こ と をや る時 に,衆 ・参 の法 制 局 に 問 い合

わ せ た り,お 願 いを した りな ど しな い。 これ は,も う お互 い に独 立 で す

か らね。だ か ら,間 に原 省 が 立 つ と い う こ と は あ る わ け で す。」 〈205頁 〉

両者が直接話 し合えば写そうなものだが,こ こだけは立法府と行政府で厳

しく一線が引かれている。また,議 員立法の立案 ・審査は議院法制局の担当

だが,そ の条文に 「政令」と書かれた場合,そ れを根拠に書かれた政令を審

査するのは内閣法制局である。内閣法制局 としては,自 ら審査 していない法

案に 「政令」とは 「なるべ く書いて欲 しくない」の である。「しかし,事 項

によっては,そ う書かざるを得ないことがある。そうすると,当 方としては

衆 ・参の法制局に問い合わせることはしないで,原 省に 「どう書 こうと思う
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と,説 明 したのか』ということを,こ っちが訊 くということです。」〈205-206

頁〉

その上で,イ ンタビュアーに 「両院の法制局と協議されたりということは,

全 く普段か らないんですか」 と問われて,工 藤は 「ないですね」と断言 して

いる 〈206頁〉。意固地な感 じさえする。

前述の常用漢字表ができた際の法制次長名の文書 について も,「議院法制

局には,ま さか通知というわけにはいかない。議院法制局は当然 それを手

に入れて,自 分たちもそういうやり方をする」〈273頁〉 とつれない言い方

'である
。

実は,工 藤は議院法制局とは因縁浅からぬ関係にある。1989年11月,野

党が参院に提出 した消費税廃止関連法案が臨時国会で議論を呼んだ。舞台は

参院税制問題等に関する特別委員会である。

同法案には,政 府に設置される 「国民税制改革協議会」から,内 閣と国会

が報告を受けた時,「 速やかに所要の措置を講ずるものとする」との文言が

あった。 自民党はこれを 「国会と内閣を拘束するもので憲法違反の恐れがあ

る」 と追及した。これを立案審査 した参院法制局長が,国 会でこの点の説明

を求あられたのである。中島一郎参院法制局長の見解は次のとおりであった。

「基本法案第八条二項の 『所要の措置を講ずるものとする。』との文言は,

しなければならないとか,あ るいは講 じなければならないという文言 と

は異なりまして,取 り扱いの原則や方針を明 らかにする表現であるとい

うふうに理解をいた してお ります。 したがいまして,内 閣や国会を法的

に拘束するものとは考えておりません。」㈹

しかし,質 疑者であ る宮澤弘参院議員(自 民党)は 納得せず,「 内閣の法

制局の意見を聞いたらどうかという考えもございます」と委員長に要請 した。

(443)93



政経論叢 第74巻 第3・4号

理事会での協議を経て,そ の後の特別委員会で,当 時長官であった工藤が参

考意見を述べることになった。

「『講ずるものとする。』 と,こ ういうことでございますが,そ の文言の

解釈につきましては(中 略)政 府の附属機関が内閣全体の意思決定を拘

束す る結果になる場合もあると,さ らには,憲 法に定める国権の最高機

関であり国の唯一の立法機関である,こ ういうふ うに定めておりますそ

の国会の権能を侵すとも読まれるのであ りまして,私 の知る限りでは,

このような立法例 はございませんし,ま た今日の憲法を頂点とする法体

系の中では適当ではないのではないかと,か ように考えております。」㈹

このように工藤は,参 院法制局長の見解とは正反対の発言をしたのである。

そ して,こ の法案は工藤の見解に従 って大 きく改め られた。工藤に憲法上

「適当でない」とまで言われた参院法制局には,強 い屈辱感が残 ることになっ

た。内閣法制局の幹部が,「『もう許 して くれ』 と言 っているのに参院法制局

は許 して くれない」とぼやくほどである(41)。

【技官のカベ】

2005年 に,日 本道路公団発注の鋼鉄製橋梁工事の談合事件が発覚 した。

実はこれは技官の犯罪である6公 団現役時代の 「技官の大物」が橋梁メーカー

に天下 って受注調整を取 り仕切 り,技 官上が りの公団副総裁がそれを手助け

するという構図である。「談合はメーカーに質の良い橋を造 らせるたあ」 と

の仕切 り役の供述は,い かにも技官 らしい。道路公団のみならず,各 省庁で

技官はそれぞれ 「独立王国」をつ くり,人 事,予 算,権 限,そ して天下 り先

をがっちり押さえている。そこは事務官にとって不可侵の領域なのである(42>。『

旧運輸省でも,技 官の 「独立王国」は権勢を誇っτいた。ある運輸事務官
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OBの 次 の 嘆 きが そ れ を 証 明 して い る。

「運輸省は技官が強すぎるというか,事 務系が弱すぎるというか,と も

か く技官の行政領域の改革は容易ではない。/た とえば港湾局は膨大な

公共事業予算を持 っているが,私 たちが運輸省全体の予算不足を補 うた

めに"少 しなんとかならないか"と 持ちかけても絶対に応 じてくれなかっ

た。」㈲

このような港湾技官が,他 省庁の立案 した法案の折衝の場に出て くるとど

うなるか。工藤が紹介 しているのは,1968年 の工場立地適正化法案の例で

ある。当時,工 藤は通産省企業局立地公害部立地指導課長として,こ の法案

をめぐって関係省庁 と折衝 した。「臨海工業」を謳 う運輸省港湾局の技官と

もす り合わせをする必要があった。

「港湾系の方は 『絶対に』と言ってひい ぐらい壁が厚かったですね(笑)。

さっきお話 しした建設省への協議条項みたいなものが出て来ると,途 端

に大変な拒否反応で,『 ここの線か ら中は不可侵です』 というような,

不可侵と潜在主権 との間に入って……(笑)」 〈74頁〉

結局,工 場立地適正化法案は,こ の港湾局 との交渉をはじめ各省調整は不

調に終わ り,流 れて しまう。

また,技 官のカベの高さはオーラル ・ヒス トリアン泣かせでもある。その

第一人者御厨貴はこう打 ち明ける。

「『文官には口出しをさせない。われわれ技術屋にしかわか らぬ世界なの

だ』 という自負心のもとで展開する閉鎖社会である。何を聞かれても,
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あ る言 い方 で い わ な けれ ば い けな い と され て い る レベル で しか語 らな い。」

「しば ら く前 ま で オ ー ラ ル ・ヒス トリー を嫌 う官 庁 が あ った 。 彼 らの 拒

絶 の 理 由 は,ま さ に 『同 郷 人 』 相 手 で な け れ ば語 れ ず,『 同 郷 人 』 で な

け れ ば 理 解 で き る はず は な い と い う もの で あ った。 先 述 した技 術 官 僚 の

世 界 が そ うだ った 。」(44)

ところで,法 案にはきわめて技術的かつ専門的な事柄を規定 したものもあ

る。 しかし,そ れを審査する参事官 は事務官ばか りである。技術的にわから

ない場合,ど うするのか。 これもかねがね私 は疑問に思っていた。工藤は,

計量法を例にそれに答えている。

「あ る程 度 理 解 で き る ま で は,根 掘 り葉 掘 り訊 き ます よ。・で も,こ ち ら

に もあ る限度 が あ ります か ら,そ こか ら先 は,も う とて も駄 目。 例 え ば,

計 量 法 と い う法 律 が あ ります 。 これ は,メ ー トル とか単 位 が 決 ま って い

るわ け で す ね 。 こ の定 義 が,も のす ご く難 しい ん で す よ。(中 略)そ う

す る と,あ の 当時 です と,計 量 研 究 所 と い う と こ ろが ら専 門 の大 先 生 に

来 て も らって,説 明 を聞 く。 そ うす る と,本 当 の大 先 生 とい うの は,素

人 に も分 か る よ う に説 明 して くれ ます ね 。 な ま じ っか な事 務 官 の よ く分

か った人 とか,技 官 の な ま じっか な 人 の 説 明 は,難 し くて難 し くて,分

か らな い けれ ど… … 。」 〈148頁 〉

本物の専門家はジャーゴンを用いることに禁欲的なのであろう。いずれに

せよ,法 案はここまで妥協な く精査 されているのである。法律文の一語一語

に,参 事官の魂が乗り移っているような気にさせ られる。
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むすびにかえて

【オーラル ・ヒストリーの臨場感】

内閣法制局の現場をここまで活写したのは,工 藤オーラルがはじめてといっ

てよい。参事官が執務する部屋の机の配置など,当 事者でなければとてもわ

か らない。そして,こ の物理的配置が参事官の気質まで規定 していたのであ

る。また,閣 議で長官 自らが書類を持って回った り,本 会議場で協議する与

野党理事の輪の外から叫んだり,と いうシー ンを想像すると苦笑を禁 じ得な

い。 これらの臨場感はオーラル ・ヒス トリーならではのものである。

一方で,工 藤の 「政治」への不満は,退 職後にしてようやく口にできた内

閣法制局内の本音である。 これを拾えたことは,内 閣法制局の立場を理解す

るのにおおいに役立つ。たとえば,「 法匪」 さらには 「内閣法制局こそ違憲

であ る」 とまで批判される㈲ が,そ うい う状況 に追い込んだ責任は実は

「政治」の怠慢にこそあるのだ。

そもそもオーラル ・ヒス トリーとは 「相手の認識のそのままの記述」であ

る。「まずは黙 って聞 く」ことが基本だともいう㈹。その観点か らすれば,

工藤があえて語 っていないことや,す らっと流 している箇所にも相当な含意

がある。すでに指摘 したように,た とえばPKO協 力法案をめぐっては,む

しろ石原信雄のほうが雄弁に語 っている。本人以外の証言などでクロスチェッ

クをかけ 「沈黙」の意味を考察すれば,ま た異質の臨場感が味わえるに違い

ない。

幸い,内 閣法制局に関しては,御 厨らが 「元法制局長官クラスのインタビュー

をず っと積み重ねて行 く」 とのことである㈹。岸信介のオーラル ・ヒス ト

リーなどを手掛けた原彬久は,「正史」「通説」ではわか り得ない 「歴史を動

か している真の力,歴 史を動かしている本当の事象は何か,と いうことを教
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え て くれ る一 つ の 力 が オ ーラ ル ・ヒス トリーか ら出 て き ます」 と主 張 す る㈲ 。

内 閣法 制 局 の 法 令 案 審 議 録 の 国立 公 文 書 館 へ の 移 管 も,戦 後 直 後 か ら1973

年 分 ま で進 ん で い る㈹。 そ れ を利 用 して,オ ー ラル ・ヒス トリー を資 料 的 に

検 証 す る こ と も可 能 に な って い る。

オ ー ラル ・ヒス ト リー を テ コ と した,内 閣 法 制 局 研 究 の 一 層 の 進 展 が 期 待

で き よ う。

《注》

(1)入 手 にあた っては,金 井利之東京大学大学 院法学政 治学研 究科 ら法学部助教

授に格別の ご配慮 をいた だいた。記 して謝 したい。 また,御 厨貴 東大先端科学

技術研究セ ンター教授が主宰す る第3回 オーラル ・ヒス トリー ク リテ ィー クの

会(2005年12月3日)で は,本 稿 に基 づ く報告 の機会を与 えていただき,有

益な コメン トを賜 った。

(2)こ れ につ いては,拙 稿 「戦前期法 制局研 究序説」 明治大学 『政 経論叢』69
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